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法
政
史
学

第
一
七
号

二
八

嵯

峨

朝

に

お

け

る

藤

原

冬

嗣

の
ノ凡A

t又

割

｜
｜
弘
仁
十
年

t
天
長
三
年
の
官
符
を
中
心
に
｜
｜

九
世
紀
政
界
に
お
け
る
北
家
藤
原
氏
の
政
治
的
地
位
が
安
定
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
嵯
峨
朝
及
び
嵯
峨
後
院
政
治
（
H
令
義

解
体
制
第
一
段
階
）
に
お
い
て
、
従
来
、
冬
嗣
以
後
北
家
藤
原
氏
が
政
界
で
の

優
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
私
見
で
は
、
冬
刷

が
政
界
に
お
け
る
有
力
な
人
物
と
な
る
の
は
、
そ
の
父
内
麿
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
北
家
の
台
引
は
内
肢
の
政
治
力
に
よ
っ
た
と
考
え
た
（
注
）
。
史
に
、

内
崎
亮
後
の
政
界
に
あ
っ
て
、
嵯
峨
親
政
体
制
を
翼
賛
し
つ
つ
自
家
の
地
位

を
確
聞
た
る
も
の
に
し
て
い
っ
た
冬
嗣
の
役
割
は
、
九
世
紀
初
以
の
政
治
史

を
考
察
す
る
際
に
は
、
特
に
重
要
で
あ
る
。

既
に
、
諸
論
考
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
弘
仁
四
年
父
内
町
の
遺
志
を

う
け
て
、
興
福
寺
市
円
立
を
建
立
し
、
弘
仁
八
年
以
後
父
の
忌
日
を
も
っ
て

興
一
何
守
法
花
会
を
創
始
し
、
氏
寺
の
祭
紀
惟
を
よ
り
強
く
掌
握
し
た
冬
刷

は
、
弘
仁
十
二
年
に
は
勧
学
院
を
創
立
し
、
一
族
の
学
生
の
氏
爵
推
挙
権
も

上

栄

子

原

持
ち
、
藤
原
氏
一
族
中
で
も
、
北
家
内
股
1

冬
嗣
流
の
優
位
を
確
立
し
、
良

一房
以
後
の
前
期
摂
関
政
治
へ

の
途
を
開
い
た
。

本
稿
は
、
九
世
紀
政
治
史
理
解
の
た
め
に
冬
嗣
を
中
心
に
考
察
し
た
論
考

の
中
か
ら
、
冬
嗣
が
筆
頭
公
卿
と
な
っ
て
以
後
、
彼
に
よ
っ
て
宣
布
さ
れ
た

ん
日
符
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
注
）
冬
嗣
の
父
内
陪
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
藤
原
内
慌
の
政
治
史
的
研

究
！
北
家
台
頭
の
、
決
定
的
契
機
l
l
」
（
政
治
経
済
史
学
第
一
号
所
収
）
と

し
て
発
表
し
た
。

弘
仁
九
年
十
二
月
、
右
大
臣
藤
原
園
人
（
北
家
楓
麿
流
）
が
亮
じ
、
藤
原

冬
嗣
は
大
納
言
の
ま
ま
筆
頭
公
卿
と
な
っ
た
。
弘
仁
十
年
以
降
は
、
弘
仁
初

年
以
降
、
次
々
と
出
さ
れ
て
来
た
諸
官
制
、
諸
儀
式
の
整
備
に
関
す
る
官
符

が
集
大
成
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

大
同
年
間
、
平
城
帝
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た
諸
制
の
多
く
を
再
改
正
す
る
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こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
嵯
峨
朝
の
諸
改
革
は
、
大
以
以
下
の
版
制
の
改
正
、
諸

司
の
史
生
の
定
員
の
改
定
、
弾
正
台
の
整
備
、検
非
違
使
の
始
置
、律
令
官
僚

の
封
は
支
給
に
関
ず
る
規
定
等
、
官
制
の
整
備
や
儀
式
の
形
式
化
を
示
す
も

の
が
多
い
が
、
弘
仁
十
年
以
降
に
は
、
そ
れ
が
い
よ
い
よ
回
答
と
な
る
。
ま

ず
、
十
年
六
月
四
日
の
太
政
官
符
で
「
諸
司
於
朝
堂
見
親
玉
大
巨
」
の
儀
礼

が
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
翌
十
一

年
二
月
二
日
に
は

其
朕
大
小
諸
神
事
。
及
季
冬
十本
幣
諸
陵
。
則
用
吊
衣
。
正
受
制
則
用
衰
反
応

十
二
章
。
朔
日
受
朝
日
。

聴
政
。
受
器
国
使
。
奉
幣
比
大
小
諸
会
。
別
用

貨
櫨
染
衣
。
旦
后
以
吊
衣
為
助
祭
之
版
。
以
協
同
衣
為
元
正
受
朝
之
服
。
以

銅
奴
礼
衣
。
為
大
小
諸
会
之
服
。
皇
太
子
従
犯
比
一
五
正
朝
賀
。
可
服
哀
員
九

章
。
朔
望
入
朝
。
元
正
受
群
官
若
宮
臣
賀
。
及
大
小
諸
会
。
可
服
黄
汁
衣
。

説
常
所
服
者
不
拘
此
例
。

（
畑
町

と
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
廟
堂
に
お
け
る
儀
式
の
形
式

整
備
へ
の
嵯
峨
帝
の
意
志
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
天
皇
の
意
凶
を
時

の
右
大
臣
冬
嗣
が
い
か
に
賛
幼
し
た
か
は
、
前
年
（
十
年
）

十
二
月
二
十
一

日
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、
諸
儀
式
の
際
重
要
な
役
割
を
も
っ
雅
楽
諸
師
の

数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
廟
堂

に
お
け
る
体
制
化
は
、
弘
仁
十
二
年
正
月
三
十
日
、
「
蓋
儀
注
之
輿
其
所
由

来
久
夫
。
所
以
指
暁
於
輿
人
納
子
軌
物
者
也。

皇
上
雄
以
持
酌
。
節
文
未
具
。

覧
之
者
多
岐
。
行
之
者
滋
惑
。
」
の
故
に
、
冬
嗣
、
良
峰
安
世
（
桓
武
帝
白
王

子
、
冬
嗣
の
向
母
弟
）
藤
原
三
守
、
朝
野
鹿
取
、
小
野
峰
守
、
桑
原
腹
赤
、

ほ
野
氏
主
に
よ
っ
て
修
定
さ
れ
、「
於
是
抄
掠
新
式
採
綴
旧
章
。頻
要
修
綿
口

斯
朝
憲
。
取
捨
之
宜
断
於
天
旨
。
起
子
元
正
花
子
季
冬
。
所
常
履
行
。
及
臨

時
軍
国
諸
大
小
事
品
以
類
区
分
。
」
し
た
内
裏
式
三
巻
と
し
て
法
制
的
に
具
現

嵯
峨
朝
に
お
け
る
藤
原
冬
嗣
の
役
割
（
上
原）

ず
ノ
マ
令
。こ

の
こ
と
は
、
既
に
膝
限
内
問
、
菅
野
真
道
の
あ
と
を
う
け
て
、
冬
刷
、

藤
原
葛
野
府
、
秋
篠
安
人
、
藤
原
三
守
、
橘
常
主
、
物
部
中
原
敏
久
等
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
た
弘
仁
格
が
、
弘
仁
十
一
年
四
月
二
十
一
日
施
行
さ
れ

た
こ
と
と
共
に
、
律
令
の
追
加
法
及
び
施
行
細
則
の
一
部
が
そ
ろ
い
、
日
本

的
律
令
の
整
備
が
な
さ
れ
る
第

一
段
階
と
言
え
よ
う
。
弘
仁
十
一
年
五
月
に

は
令
の
規
定
に
よ
り
永
久
保
存
と
さ
れ
て
い
る
庚
午
年
籍
の
紛
失
し
た
地
域

に
、
辛
未
籍
を
も
っ
て
そ
の
代
用
と
す
べ
き
こ
と
が
、
冬
嗣
宜
に
よ
り
定
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
地
方
行
政
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
も
、
制
度

上
の
整
備
と
し
て
重
要
と
思
わ
れ
る
。

弘
仁
格
、
内
一
異
式
の
編
纂
に
た
ず
さ
わ
り
、
嵯
峨
親
政
体
制
を
積
極
的
に

整
備
す
る
こ
と
に

つ
と
め
た
冬
嗣
は
、
忠
節
な
侍
巨
官
僚
と
し
て
の
役
割
を

果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
嵯
峨
朝
廟
堂
に
お
け
る
安
定
化
は
、
こ
れ
ら
の
儀

式
、
法
制
等
の
整
備
の
み
な
ら
ず
大
同

t
弘
仁
初
年
に
み
ら
れ
る
如
き
大
量

の
人
事
異
動
は
、
正
史
「
日
本
後
記
」
の
当
該
部
分
欠
文
と
い
う
条
件
を
考

慮
し
て
も
、
他
の
史
料
か
ら
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
σ

父
内
崎
の
亮
後
、
左
近
衛
大
将
を
継
承
し
た
冬
嗣
は
、

天
長
三
年
莞
ず
る

ま
で
、
軍
事
官
僚
と
し
て
も
中
枢
の
地
位
に
あ
っ
た
。
冬
嗣
が
筆
頭
公
卿
と

な
っ
て
以
後
の
嵯
峨
朝
は
、
体
制
的
に
も
安
定
し
た
時
期
を
迎
え
た
こ
と

は
、
軍
事
関
係
の
記
事
の
減
小
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
弘
仁
六
年
二

月
、
「
頃
年
諸
国
所
造
進
。
年
新
甲
胃
。
徒
有
作
労
之
費
。
十
尤
有
当
用
之
使
。

宜
肢
楯
小
手
脚
纏
一
従
停
止
。
」
循
環
店
間
酬
明
間
）
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、

二
九
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法
政
史
学

第
一
七
号

そ
れ
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
既
に
、
大
同
年
間
に
近
衛
府
、
中
衛
府

が
改
め
ら
れ
、

左
右
近
衛
府
が
成
立
し
、
弘
仁
二
年
に
は
左
右
衛
士
府
が
左

右
衛
門
府
に
改
め
ら
れ
る
と
い
う
軍
制
の
改
革
が
行
わ
れ
、
そ
れ
以
後
大
半

府
管
内
の
兵
士
の
減
定
、
陸
奥
の
鎮
兵
停
止
等
が
行
わ
れ
た
が
、
天
皇
近
侍

の
軍
事
機
構
の
改
変
と
し
て
は
、
弘
仁
十
一
年
四
月
廿
一
日
大
舎
人
の
数

が
四
百
人
に
半
減
さ
れ
、
間
司
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。
桓
武
帝
に
よ
る
遷
都
の
直
後
出
さ
れ
た
官
符
を
う
け
て
、
大
同
元

年
、
「
除
蔭
子
孫
以
外
一
切
停
補
」
と
任
用
に
き
び
し
い
制
限
が
定
め
ら
れ

て
い
た
大
舎
人
の
数
の
半
減
は
、
左
右
近
衛
府
の
充
実
を
一
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
更
に
、
弘
仁
十
年
十
一
月
の
左
右
京
職
解
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
太

政
官
符
は
、
職
員
令
及
び
軍
防
令
の
規
定
を
ひ
き
、
兵
士
の
器
伎
を
帯
す
る

こ
と
を
聴
し
て
い
る
。
京
中
の
兵
士
が
「
行
卒
則
先
駆
、
尋
常
川
州
衛
城
」

役
割
を
持
つ
故
に
武
器
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
た
こ
と
は
、
天
皇
の
頻
繁
な

畿
内
各
所
へ
の
行
牢
と
も
関
連
が
あ
ろ
う
し
、
そ
の
行
牢
に
供
奉
す
る
隊
伍

を
組
ん
だ
兵
士
の
一
禄
な
武
装
化
は
、
天
山
王権
威
を
誇
示
す
る
に
役
立
だ
っ

た
に
相
違
な
い
。

四

弘
仁
九
年
五
月
九
日
、
賀
茂
斎
院
司
の
新
設
置
に
伴
う
職
員
の
人
数
並
び

に
官
位
が
上
卿
冬
刷
の
宣
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
更
に
十
三
日
後
の
二
十
二

日
に
は
、
合
主
一
員
が
加
え
ら
れ
た
。
更
に
、
翌
年
三
月
十
六
日
の
勅
に
は

「
山
城
出
愛
宕
郡
賀
茂
御
祖
井
別
宮
二
神
之
祭
。
宜
准
中
担
。
」

（制
桝
）
と
あ

り
、
続
い
て
村
正
弘
仁
十
一
平
川
け
に
は
、

「
仰以
H

戊
祭
為
中
氾
）
と
し
て
縫
定

寸
る
。
賀
茂
祭
犯
が
、
山
ー
販
の
豪
族
、
特
に
帰
化
人
の
持
つ
強
大
な
経
済
力
・

。

軍
事
力
を
嵯
峨
帝
側
に
編
成
し
、
そ
れ
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
天
皇
の

女
を
山
城
’勢
力
の
象
徴
で
あ
る
賀
茂
社
に
奉
献
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
と

き
、
そ
れ
を
画
策
・
準
備
し
、
嵯
峨
帝
側
近
に
あ
っ
て
、
帰
化
人
と
も
つ
な
が
り

の
深
い
冬
嗣
の
役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
1
〉

更
に
、
弘
仁
十
二
年
正
月
に
は
、
大
和
国
の
任
限
を
制
定
す
る
と
共
に
、

（
前
略
）
禰
宜
祝
等
考
者
国
司
勘
定
、
而
今
至
子
神
主
不
隷
国
司
、
因
抜
、

任
中
功
過
無
由
政
摂
、
望
請
、
件
神
主
考
国
司
随
状
褒
同
氏
、
以
雄
善
悪
者
、

（
冬
嗣
）

同
宜
、
奉
勅
依
請
（
一
一
一
控
訴
畑
一
時
肝
…
吋
ハ
）

と
再
び
神
主
に
対
す
る
国
司
の
権
限
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
平
城
太

上
阜
の
遷
都
の
意
図
が
坐
折
し
て
か
ら
十
年
余
り
、
大
和
国
の
諸
神
に
対
し

て
も
、
神
祇
行
政
の
ひ
き
し
め
が
行
わ
れ
て
お
り
、
集
権
化
の
強
化
を
示
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
伊
勢
神
宮
に
対
し
て
は
、

弘
仁
十
二
年
八
月
二
十
二
日
「
応
令
伊

勢
大
神
官
司
検
納
神
郡
田
租
事
」
と
い
う
太
政
官
符
が
右
大
臣
冬
嗣
宣
に
よ

っ
て
川
さ
れ
、
伊
勢
同
多
気
度
会
阿
部
の
神
田
租
及
び
七
所
の
神
戸
田
等
の

租
を
国
司
が
検
納
す
る
こ
と
を
停
め
、
神
宮
司
に
検
納
さ
せ
る
こ
と
に
決
定

し
て
い
る
。

こ
の
他
、
こ
の
年
八
月
十
五
日
に
は
、
大
神
・

宇
佐
の
二
氏
を
八
幡
大
菩

薩
宮
寺
と
し
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

仏
数
関
係
で
は
、
い
わ
ゆ
る
平
安
仏
教
と
い
わ
れ
る
天
台
法
華
教
義
及
び

真
一
斉
東
情
教
義
が
、
最
澄

・
空
海
の
活
躍
に
よ
っ
て
嵯
峨
視
政
休
制
の
内
部

に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
の
時
期
に
は
、
仏
教
関
係
の
多
く
の
記
事
を
所
日
ん
す

る
が
、
こ

こ
で
は
制
度
山
ん
と
の
問
迎
か
ら
ふ
れ
て
み
た
い
。

弘
仁
十
年
十
月
二
十
五

H
の
太
政
ゃ
い
い
符
は

Hosei University Repository



定
律
師
以
上
員
数
井
従
儀
師
数
事

僧
正
一
人
。
大
僧
都
一
人
。
少
僧
都
一
人
。

律
師
四
人
。
従
儀
削
八
人
。

右
造
式
所
起
詰
倍
。
僧
尼
令
云
。
任
僧
綱
律
師
以
上
必
須
川
徳
行
能
化
従

衆
道
俗
欽
仰
綱
維
法
務
者
。
所
挙
徒
衆
皆
辿
署
牒
官
。
一
任
以
後
不
得
輸

換
者
。
今
案
此
令
簡
任
僧
綱
直
称
律
師
以
上
不
顕
其
号
員
。
仇
引
制
具
載
式

条
以
令
補
闘
者
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤

原
冬
嗣
宣
。
奉
勅
宜
依
件
定
永
為
恒
例
。
但
威
儀
削
員
者
。
依
去
延
暦

五
年
三
月
六
日
符
。

と
あ
っ
て
、
僧
綱
、
律
師
以
上
の
任
用
に
つ
い
て
は
造
式
所
の
起
請
の
よ
う

に
、
式
条
に
よ
る
べ
き
こ
と
が
宣
さ
れ
て
い
る
。
令
の
施
行
細
則
が
、
仏
教

関
係
に
お
い
て
も
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

弘
仁
十
三
年
六
月
三
日
、
最
澄
は
卒
去
の
前
日
に
、
天
台
法
華
宗
年
分
度

者
二
名
を
獲
得
し
た
。
一
万
、
空
海
は
嵯
峨
帝
の
信
任
を
得
て
、
弘
仁
十
二

年
に
は
新
銭
二
万
貫
を
賜
わ
り
、
東
寺
長
者
に
補
任
さ
れ
、
更
に
天
長
二
年

に
は
東
宮
講
師
と
な
る
等
、
朝
廷
内
部
へ
進
出
し
た
こ
と
は
既
に
諸
論
文
に

も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
空
海
と
北
家
藤
原
氏
の
関
係
を
示
唆
す
る
『
帝
王

編
年
記
』
の
記
載
（
2
）
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
聞
に
時
の
筆
頭
公
卿
冬
嗣
の

果
し
た
役
割
は
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
今
後
究
明

さ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

五

弘
仁
初
年
以
降
、
天
皇
の
機
内
、
特
に
山
城
・
摂
津
・
河
内
等
へ
の
行
半

が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
そ
の
都
度
部
司
以
上
の
者
へ
物
を
賜
い
、
平
安
京
中
の

嵯
峨
朝
に
お
け
る
藤
原
冬
嗣
の
役
割
（
上
原
）

風
害
に
対
し
て
は
米
の
支
給
、
京
中
飢
民
へ
の
賑
給
、
京
中
米
価
騰
貴
に
対

す
る
官
合
米
の
放
出
に
よ
る
減
価
対
策
等
が
と
ら
れ
、
一
方
官
人
に
対
し
て

は
、
五
位
以
上
で
義
倉
米
を
進
め
ぬ
者
の
封
禄
を
停
め
る
等
の
。
仁
政
h
q

的

政
策
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
左
右
京
大
夫
の
官
を
従
四
位
相
当
官
に
引

き
あ
げ
た
こ
と
殿
間
及
諸
門
の
号
を
改
め
た
こ
と
等
か
ら
、
平
安
京
を
恒
常

化
し
よ
う
と
す
る
政
策
は
、弘
仁
九
年
ま
で
に
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
弘
仁
十
年
以
降
の
冬
闘
を
上
卿
と
す
る
太
政
官
符
を
通
し
て
、

嵯
峨
朝
の
地
方
行
政
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
。

弘
仁
八
、
九
年
は
凶
作
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
ず
る
政
策
を
み
る
と
、
律

令
官
人
の
側
か
ら

頃
年
之
問
。
水
早
相
続
。
百
姓
農
業
損
害
不
少
。
云
々
。
伏
望
。
省
臣
下

封
禄
。
首
助
国
用
。
年
歳
豊
稔
。
即
復
旧
例
（
間
一
現
地
一
一
、
十
九
条
）

と
の
公
卿
奏
が
許
さ
れ
て
、
給
与
減
俸
が
行
わ
れ
、
十
年
六
月
に
は
京
中
の

窮
弊
者
に
は
銭
が
給
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
年
間
正
月
に
は
、
義
倉
米
を
進
め

ぬ
五
位
以
上
の
官
人
の
食
封
位
禄
を
訓
き
留
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ

は
「
封
物
義
人
眉
其
率
懸
隔
、
以
少
奪
多
事
乗
寛
恕
、
宜
以
其
禄
物
准
輸
穀
数

倍
而
割
留
、
其
所
留
物
依
当
時
油
価
」
と
い
う
定
め
で
あ
り
、
結
局
五
位
以

上
の
封
禄
の
四
分
の
一
を
割
り
当
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。
『
日
本
紀
略
』
弘

仁
十
一
年
一
日
条
を
み
る
と

其
弘
仁
八
九
年
之
問
。
水
早
不
登
。
府
庫
相
耗
。
因
公
卿
詳
議
。
暫
割
五

位
己
上
封
禄
四
分
之
一
。
以
均
公
用
。
如
今
五
穀
頗
熟
。
支
用
可
均
。
宜

封
等
数
復
之
旧
例
。

と
あ
一
っ
て
円
分
の
一
を
訓
き
当
て
る
こ
と
を
停
め
、
封
禄
は
旧
に
復
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
と
共
に
同
月
十
五
日
に
は
「
其
群
臣
議
定
所
減
封
禄
得
、
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法
政
史
学

第
一
七
号

設
有
恩
旨
、
被
復
旧
例
、
尤
望
御
膳
亦
同
腹
常
」
こ
と
が
公
卿
に
よ
っ
て
上

表
さ
れ
て
い
る
。
。
天
皇
は
乏
し
き
膳
に
百
姓
の
苦
難
を
思
い
、
律
令
官
人

は
封
紋
の
一
部
を
義
倉
に
割
き
臨
め
る
4

と
い
っ
た
。
仁
政
h
q

が
行
わ
れ
た

こ
と
は
、
嵯
峨
朝
廟
堂
の
体
制
的
な
安
定
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

同
時
に
百
姓
の
飢
佳
を
救
う
た
め
に

頻
年
不
稔
百
姓
飢
僅
。
倉
鹿
空
尽
無
物
賑
賠
。
不
預
周
給
恐
忘
廉
恥
。
宜

遣
使
者
実
録
富
豪
之
財
。
借
貸
困
窮
之
徒
。
秋
収
之
時
依
数
偉
報
。

「
類
耳
東
三
代
格

J

f

承
和
七
年
二
月
十
一

日
官
符
中」

と
の
勅
が
出
さ
れ
た
。
「
富
豪
之
財
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
困
窮

之
徒
」
を
救
う
と
い
う
政
策
で
あ
る
。
既
に
弘
仁
初
年
、
田
地
を
占
む
る
に

四
至
を
限
ら
ず
町
段
数
に
依
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
程
団
地
を
占
有
す

る
者
が
多
か
っ
た
事
実
と
併
考
す
れ
ば
、
古
代
末
期
と
し
て
の
律
令
社
会
の

最
も
体
制
的
に
安
定
し
た
時
期
で
あ
る
こ
の
九
陛
紀
初
頭
に
、
私
財
を
蓄
積

し
班
田
制
を
つ
き
く
ず
寸
源
と
な
る
富
豪
を
律
令
国
家
が
利
用
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
現
象
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
延
暦
十
六
年
四
月
の
太
政
官
符
を
う
け
て
、
出
さ
れ
た
右
の
官
符

は
、
い
か
に
嵯
峨
帝
を
頂
点
と
す
る
律
令
政
府
が
農
民
統
制
に
配
慮
し
た
か

を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

応
禁
断
利
過
半
倍
井
非
理
泊
質
支

（
前
略
）

而
比
年
之
問
都
無
遵
行
之
。
違
犯
之
輩
往
々
有
之
。
或
以
多
直
之
物
而
取

少
銭
之
質
。
偏
称
過
限
売
収
多
銭
。
無
経
官
司
亦
無
対
主
。
所
剰
直
銭
亦

不
還
。
或
限
一
年
之
内
以
納
半
倍
之
利
、
至
過
期
廻
利
為
本
。
毎
至
首
春

柾
取
其
契
。
未
経
幾
周
忽
及
数
倍
如
是
之
姦
不
可
勝
計
。
所
在
之
吏
亦
無

札
正
。
今
被
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝

臣
冬
嗣
宣
称
。
有
制
無
行
無
懲
有
犯
。
朝
章
之
設
宣
然
故
。

R
重
下
知
厳

加
勾
当
。
普
勝
示
路
頭
令
衆
庶
知
。
若
猶
不
改
置
以
法
刑
。

弘
仁
十
年
五
月
二
日

た
だ
単
に
官
符
を
出
す
の
み
で
な
く
、
「
普
く
路
頭
に
腸
示
し
衆
庶
に

知
ら
し
め
」
厳
重
に
禁
制
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
九
世
紀
に
入
っ

て
、
富
豪
層
の
台
頭
と
し
て
顕
著
な
下
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
一
方
で
は
貧

民
救
済
に
利
用
し
つ
つ
も
、
出
挙
の
高
利
率
を
お
さ
え
従
わ
ぬ
場
合
は
「
法

刑
を
以
て
す
」
る
こ
と
を
宣
し
あ
る
程
度
ま
で
そ
れ
が
実
現
し
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
十
世
紀
の
地
方
行
政
に
み
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
先
に
も
触

れ
た
体
制
的
な
安
定
を
維
持
し
た
こ
の
時
期
（
令
義
解
体
制
第
一
段
階
（3
）
）

に
お
け
る
特
徴
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
同
十
年
六
月
二
日
に
は
「
禁
断
売
買
麦
窮
事
」
と
い
う
官
符
が
、

天
平
勝
宝
三
年
三
月
、
大
同
三
年
七
月
、
弘
仁
十
年
三
月
の
そ
れ
ぞ
れ
の
格

を
う
け
て
宣
布
さ
れ
て
い
る
。
麦
萄
に
つ
い
て
は
、
弘
仁
二
年
四
月
の
勅
に

よ
っ
て
「
苅
麦
為
事
。
禁
制
久
会
。
今
開
。
京
邑
百
姓
。
未
秋
之
前
。
泊
之

給
急
。
計
其
所
得
。
倍
於
収
実
。
利
有
在
民
。
何
労
禁
制
。
白
人
出
I
以
後
。
永

聴
売
買
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
官
符
が
ま
っ
た

く
そ
れ
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
が
残
る
が
、
と
に
角
、
こ
の
時

点
で
の
再
禁
止
は
、
弘
仁
八
、
九
年
の
飢
僅
の
故
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
夏

の
端
境
期
に
お
け
る
飢
僅
の
防
止
策
と
し
て
、
弘
仁
十
一
年
七
月
の
太
政
官

符
は
、
麦
の
耕
作
を
奨
励
し
て
い
る
。
と
か
く
、
我
々
の
関
心
は
租
の
対
象

た
る
米
に
注
意
す
る
あ
ま
り
、
麦
を
は
じ
め
と
す
る
雑
穀
の
栽
培
に
つ
い
て

見
落
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
社
会
経
済
史
を
論
ず
る
場
合
、
九
世
紀
に
お
け
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る
昌
作
物
に
つ
い
て
も
、
今
後
相
ヨ
に
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
加
え

て
、
九
世
紀
初
頭
の
経
済
史
上
の
、
も
う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
、
弘
仁
二

年
の
勅
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
京
邑
百
姓
は
麦
古
併
を
売
る
こ
と
に
よ
り
「
計

其
所
得
。
倍
於
収
実
。
利
有
在
民
」
の
で
あ
り
、
京
中
の
窮
弊
者
に
銭
を
給
す

こ
と
等
も
併
考
す
る
と
き
、
貨
幣
流
通
の
浸
透
度
に
つ
い
て
新
し
い
視
角
か

ら
の
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
冬
嗣
に
よ
る
鋳
銭
司
の
官
員

新
置
及
び
増
員
（
叫
仕
村
詳
細
切
肝
世
間
太
政
官
付
付
）
が
、
何
の
政
治
的
理
由
か
ら
、

如
何
な
る
経
済
的
要
請
か
ら
行
わ
れ
た
の
か
も
、
調
査
検
討
し
な
お
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

弘
仁
八
、
九
年
の
飢
僅
対
策
と
し
て
、
以
上
の
ほ
か
に
、
京
中
の
空
閑
荒

廃
地
の
開
墾
が
奨
励
さ
れ
た
こ
と
も
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
即
ち
、

太
政
官
符

応
以
閑
廃
地
賜
願
人
事

右
左
京
職
解
称
。
京
中
閑
地
不
少
。
須
勧
課
令
尽
地
利
者
。
大
納
言
正
三

位
藤
原
朝
臣
冬
嗣
官
一
。
奉
勅
依
請
者
。
而
不
事
耕
営
徒
過
日
月
柏
成
薮
沢
。

望
請
空
関
之
地
自
今
以
後
賜
巽
申
輩
為
常
地
者
。
正
三
位
行
中
納
言
良
峯

朝
臣
安
世
官
一
。
奉
勅
。
惣
計
空
閑
地
先
申
其
数
重
課
其
主
悉
令
耕
種
。
一

年
不
耕
者
収
以
賜
翼
人
。
若
援
地
之
人
二
年
不
開
者
改
賜
他
人
。
遂
以
開

熟
之
人
永
為
彼
地
主
。

弘
仁
十
年
十
一
月
五
日

こ
の
官
符
の
正
三
位
中
納
言
良
峯
安
世
は
、
↑
和
一
武
帝
日
子
で
冬
刷
の
同
時

兄
弟
で
あ
る
。
た
だ
、
安
世
が
正
三
位
中
納
言
で
あ
っ
た
の
は
弘
仁
十
四
年

四
月
二
十
七
日
か
ら
天
長
五
年
二
月
二
十
日
ま
で
の
問
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

格
の
後
半
部
分
は
、
そ
の
期
間
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
空
閑
地
を
願

嵯
峨
朝
に
お
け
る
藤
原
冬
嗣
の
役
割
（
上
原
）

人
に
賜
う
と
い
う
政
策
は
、
よ
り
耕
作
能
力
の
あ
る
ん
ザ
宮
豪
。
の
財
力
を
よ

り
助
長
し
、
日
本
的
律
令
体
制
の
法
制
的
成
熟
と
安
定
と
い
う
現
象
と
矛
盾

す
る
。
こ
の
矛
店
は
、
十
位
紀
以
降
の
封
建
制
の
成
立
へ
つ
な
が
る
一
大
要

因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
仁
十
一
年
に
は
、
諮
問
の
臼
籍
を
除
き
、
回
同
の
み
を
保
心
行
ず
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
「
今
検
諸
国
国
籍
、
偏
注
戸
頭
性
名
日
分
間
町

段
。
一
班
之
後
不
必
相
同
。
但
凶
者
公
私
有
用
永
存
可
見
」
で
あ
る
。
こ
れ

よ
り
諸
国
か
ら
は
籍
を
停
め
て
凶
を
提
川
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、

人
身
収
奪
か
ら
土
地
を
基
本
と
す
る
収
奪
形
態
へ
の
政
策
の
転
換
を
窺
知
せ

し
め
る
が
、
尚
且
、
律
令
制
の
日
本
的
な
整
備
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い

う
、
令
義
解
体
制
の
一
般
的
な
特
性
を
こ
こ
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
方
官
の
統
制
及
び
農
民
の
保
護
と
い
う
面
か
ら
も
、
注
目
す
べ
き
格
が

弘
仁
十
年

t
十
三
年
に
集
中
し
て
い
る
。

ま
ず
弘
仁
十
年
五
月
廿
一
日
「
応
国
可
申
政
詐
不
以
実
奪
其
公
癖
事
」
と
い

う
太
政
官
符
が
出
さ
れ
、
「
詐
増
賑
給
飢
民
数
事
」
「
許
申
官
舎
堤
防
等
破

損
井
詐
増
支
度
数
事
」
「
詐
増
拐
、
回
数
事
」
に
つ
い
て
の
取
締
り
令
が
出
さ

れ
た
。
上
記
の
よ
う
な
不
正
を
行
っ
た
地
方
官
が
か
な
り
あ
っ
た
故
で
あ
ろ

う
が
、
国
司
・
郡
司
共
に
「
為
吏
之
道
須
致
忠
貞
、
不
実
之
事
理
須
懲
草
。
」

と
し
て
厳
し
く
取
締
ら
れ
、
そ
れ
が
か
な
り
の
効
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
、
後

の
『
続
日
本
後
紀
』
や
「
文
徳
実
録
』
に
莞
伝
や
卒
伝
を
遺
し
た
地
方
官
の

ん
ゲ
能
吏
0

・
な
多
く
生
み
出
し
た
事
実
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
郡
司
に
対
し
て

も
、
そ
の
任
用
に
関
し
て
弘
仁
三
年
八
月
の

7
1今
以
後
鈴
擬
郡
司
一
依
国

定
。
若
選
非
其
人
政
績
尤
験
川
同
行
船
之
宵
成
解
見
任
。
永
不
叙
用
以
懲
将
米
」

と
い
う
格
が
実
際
の
運
用
上
に
問
題
が
多
か
っ
た
た
め
、
弘
仁
十
三
年
十
二
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月
に
は
「
先
申
初
擬
歴
試
雑
務
得
可
底
績
鈴
擬
一

一一一口
上
。
仰
於
所
司
計
会
功
過

始
預
見
任
、
然
則
国
卒
免
濫
選
之
責
。
郡
司
絶
健
体
之
望
。
但
先
尽
譜
第
後

及
芸
業
」
と
し
て
、
郡
司
は
「
初
擬
三
年
後
乃
預
鈴
例
」
こ
と
に
決
定
し
、

良
峯
安
世
を
上
卿
と
す
る
太
政
官
諜
奏
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
冬
嗣
宣
に

よ
っ
て
、
天
長
元
年
八
月
に
は
「
応
令
諸
国
郡
司
譜
図
牒
一
紀
一
進
事
」
が

天
長
二
年
間
七
月
に
は
「
応
諸
郡
司
病
損
、
之
後
不
預
他
色
依
旧
復
任
及
還
本

事
」
の
太
政
官
符
が
出
さ
れ
て
、
郡
司
の
任
用
に
闘
す
る
詳
細
な
規
定
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
方
官
に
対
す
る
き
め
細
か
な
規
定
を
定
め
、
綱
紀
粛
清
を

は
か
る
一
方
、
弘
仁
十
一
年
五
月
に
は
路
頭
に
お
け
る
飢
民
及
困
窮
の
百
姓

に
対
す
る
扱
い
に
つ
い
て
、
国
郡
司
に
対
し
て
行
政
指
導
が
行
わ
れ
て
い

る
。
今
そ
の
官
符
を
掲
げ
る
と
、

太
政
官
符

応
収
養
在
路
飢
病
無
由
達
郷
井
不
能
自
存
百
姓
等
事

右
存
価
之
事
載
在
令
条
。
国
郡
官
司
理
須
遵
行
。
而
収
養
医
療
未
聞
其
事
。

大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
冬
嗣
宣
。

奉
勅
恕
育
之
道
理
不
可
然
。
違
法
之
吏
深
合
科
責
。
宜
更
下
知
勤
使
医
療
a

勿
令
彼
禁
民
徒
致
非
命
。
其
料
量
用
正
税
者
。
其
季
中
所
用
正
税
。
大
国

五
百
束
以
下
。
上
出
四
百
束
己
下
、
中
国
二
百
束
以
下
。
下
国
一
百
束
以

下
即
国
郡
司
親
加
訪
察
。
若
干
一
批
符
旨
存
済
失
所
為
他
見
告
依
法
科
罰
。
夫

専
当
国
郡
司
名
及
所
存
済
之
人
数
附
朝
集
使
。
所
用
正
税
附
税
帳
使
。
並

作
別
巻
。
毎
年
言
上
。
但
不
能
自
存
之
輩
一
依
令
条
行
之
。
不
得
違
法
敵

用
正
税
。

弘
仁
十
一
年
五
月
四
日

四

こ
の
官
符
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
令
の
規
定
に
な
い
「
収
養
医
療
事
」
に

つ
い
て
補
足
し
た
も
の
で
あ
り
、
令
の
追
加
法
と
し
て
の
格
の
性
格
を
典
型

的
に
示
し
て
い
る
主
い
え
よ
う
。
既
に
触
れ
た
法
制
上
の
整
備
を
示
す
一
史

料
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
し
、
ム
リ
制
の
整
備
が
十
二
年
後
の
天
長
十
年
、
清

原
夏
野
等
に
よ
り
、
。
第
五
の
令
。
と
も
い
う
べ
き
『
令
義
解
』
と
し
て
一

応
定
着
す
る
前
提
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
格
に
示
さ
れ
た
「
在

路
飢
病
無
由
達
郷
」
者
は
、
京
上
運
脚
の
任
を
終
え
た
百
姓
が
多
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
調
物
・
租
物
等
の
京
上
及
び
京
上
運
脚
夫
に
就
い
て
も
、
次
の

よ
う
な
政
策
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
弘
仁
十
三
年
正
月
三
日
の
太

政
官
符
に
、

応
駅
戸
給
借
貸
井
口
分
回
授
一
処
事

右
検
大
納
言
正
三
位
兼
行
民
部
卿
藤
原
朝
臣
緒
嗣
奏
状
倍
。
背
任
陸
奥
出

羽
按
察
使
日
。
道
経
東
山
略
問
百
姓
之
苦
。
天
下
重
役
莫
過
駅
戸
。
夏
月

飲
河
不
顧
産
業
。
冬
日
履
霜
常
事
逓
送
、
雌
寛
免
其
庸
佑
勤
苦
情
於
平
民
。

伏
望
諸
国
駅
子
准
書
生
例
毎
戸
量
給
借
貸
二
百
束
。
兼
択
駅
家
近
側
好
田

辺
授
一
処
。
縦
令
雌
有
雑
田
換
充
究
村
。
然
則
零
落
駅
了
有
使
会
集
。
上

下
公
使
無
煩
格
端
。
巨
之
管
見
不
可
敢
不
奏
。
謹
録
事
状
。
伏
聴
天
裁

（
冬
嗣
）

者
。
右
大
臣
宣
。
奉
勅
刊
依
奏
状
者
。
仰
須
有
駅
馬
十
疋
己
上
駅
家
之

一円
。
戸
別
給
二
百
束
。
不
満
十
疋
者
戸
別
百
束
。
其
田
者
除
百
姓
要
地
之

外
。
随
駅
子
版
援
於
一
処
、

と
あ
っ
て
、
民
部
卿
藤
原
緒
嗣
の
陸
奥
出
羽
按
察
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
時

の
経
験
か
ら
の
「
略
問
百
姓
之
昔
。
天
下
重
役
莫
過
駅
戸
」
と
い
う
訴
え
が

許
さ
れ
て
、
駅
馬
十
匹
以
上
の
戸
は
一
戸
別
二
百
束
、
十
疋
以
下
は
戸
別
百
束

を
給
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
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弘
仁
十
一
年
五
月
の
格
で
、
帰
途
の
百
姓
に
対
す
る
保
護
策
が
打
出
さ
れ

た
京
上
脚
夫
の
京
中
に
お
け
る
脚
夫
役
は
、
弘
仁
十
三
年
正
月
廿
六
日
停
止

さ
れ
た
。

太
政
官
符

応
停
止
脚
夫
役
事

（
冬
嗣
）

右
被
右
大
臣
宣
称
。
奉
勅
。
頻
年
諸
国
損
害
相
仇
。
百
姓
困
窮
無
所
息

肩
。
而
貢
調
人
夫
。
入
都
脱
担
。
未
経
幾
日
。
東
西
駈
使
。
憂
歌
之
懐
。

逐
年
有
問
。
撫
臨
之
道
。
事
須
於
血
。
宜
諸
国
脚
夫
。
都
下
之
役
。
自
今

以
後
。
永
従
停
止
。

こ
の
よ
う
に
、
京
上
脚
夫
の
役
を
軽
減
す
る
こ
と
は
、
京
上
物
資
の
運
搬
を

よ
り
円
滑
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
地
理
的
に
重
要
な
近
江
国

に
就
い
て
の
弘
仁
十
三
年
三
月
廿
八
日
の
格
は
重
要
で
あ
る
。
即
ち
近
江
国

穀
十
一
万
五
千
併
の
う
ち
、
「
駄
賃
料
一
万
五
千
併
。
鑓
一
読
」
を
差
引
い

た
十
万
併
を
運
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
常
賃
一
方
餅
読
」

で
あ
っ
た
が
、
「
今
加
五
千
餅
f
制
」
と
定
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
近
江

国
の
諸
郡
穀
を
穀
倉
院
に
収
め
た
の
ち
、
「
続
則
運
送
越
前
因
物
便
填
其
代
」

の
た
め
で
あ
る
。
越
前
国
は
、
弘
仁
十
四
年
江
沼
加
賀
二
郡
を
も
っ
て
加
賀
国

を
分
離
す
る
が
、
こ
の
格
の
出
さ
れ
た
の
は
そ
の
前
年
で
あ
り
、
延
喜
主
税

式
を
み
る
と
、
越
前
加
賀
両
国
の
正
税
雑
稲
合
わ
せ
て
百
七
十
一
万
四
千
束

と
い
う
大
国
〈
常
陸
に
次
い
で
二
位
）
で
あ
る
。
越
前
の
物
資
運
搬
の
た
め
、

近
江
駄
が
い
か
に
重
視
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
京
上
物
資
運
搬
に
か
か
わ
る
方
針
は
、
海
上
輸
送
の
場
合
に
も
適
応

さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

太
政
官
符

嵯
峨
朝
に
お
け
る
藤
原
冬
嗣
の
役
割
（
上
原
）

応
令
大
宰
府
司
填
納
別
貢
雑
物
挟
抄
水
脚
等
間
四
人
所
給
衣
料
代
物
事

商

布

八

十

八

端

綿
川
町
四
屯

（
冬
嗣
）

右
被
右
大
臣
宣
倍
。
彼
府
別
貢
雑
物
等
。
五
月
以
前
為
例
進
上
。
而
事
荘

前
例
違
期
乃
貢
。
遂
使
水
脚
等
渉
秋
経
冬
寒
苦
厳
節
、
此
則
府
吏
不
俊
前

怠
之
所
致
也

d

宜
令
給
衣
新
。
其
代
者
色
別
准
率
。
奪
府
吏
公
庫
混
合
正

税。
弘
仁
十
三
年
十
二
月
十
日

と
あ
っ
て
、
府
吏
を
い
ま
し
め
、
水
脚
等
に
衣
料
代
物
を
給
し
て
い
る
。
こ

れ
も
、
大
宰
府
管
内
の
別
貢
雑
物
の
京
上
の
滞
渋
を
解
決
し
、
物
資
の
運
搬

を
円
滑
に
行
わ
せ
る
た
め
の
配
慮
で
あ
ろ
う。

一
般
的
な
対
農
民
政
策
を
み
る
と
、
区
仁
十
二
年
四
月
二
十
一
日
の
太
政

官
符
で
は
、
農
民
の
困
窮
を
防
ぐ
抜
本
的
対
策
と
し
て
、
災
害
を
防
ぐ
た
め

水
辺
山
林
の
伐
木
禁
止
が
出
さ
れ
、
ま
た
休
息
地
と
し
て
重
要
な
路
辺
の
樹

木
の
伐
木
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
同
年
五
月
廿
七
日
に
は
、
「
応
哀

賜
力
田
以
勧
農
民
事
」
と
、
力
団
の
輩
を
挙
用
し
、
農
民
を
勧
め
る
こ
と
を

打
出
し
て
お
り
、
「
経
国
之
要
、
農
耕
是
勉
」
と
、
積
極
的
に
農
民
を
育
成

し
よ
う
と
す
る
政
策
が
み
ら
れ
る
。
こ

の
方
針
は
、
更
に
翌
十
三
年
三
月
に
宣

符
さ
れ
た
こ
通
の
太
政
官
符
「
応
接
活
疫
病
百
姓
者
賜
出
身
叙
位
階
事
」
と

「
応
輸
私
資
物
養
飢
百
姓
者
賜
出
身
叙
位
階
事
」
に
よ

っ
て
積
極
的
に
推
進

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
強
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
弘
仁
十
三
年
の
二

通
の
官
符
は
、
い
ず
れ
も
大
宰
府
管
内
の
前
年
の
凶
作
に
対
す
る
策
で
あ
る

が
、
「
二
等
以
上
親
」
を
除
き
、
白
丁
で
三
十
以
上
の
病
人
を
養
っ
た
場
合

と
稲
一
千
束
を
輸
し
た
場
合
は
最
高
初
位
に
叙
せ
ら
れ
、
そ
れ
以
上
病
人
を

養
っ
た
場
合
「
毎
十
人
加
一
階
。
初
位
至
八
位
以
と
。
毎
仕
入
加
一
階
。
一
私

一五
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資
物
を
輸
し
た
場
合
は
「
毎
階
二
百
束
。
自
初
位
至
八
位
以
上
。
毎
階
四
百

束
」
で
、
共
に
「
若
養
越
此
法
者
。
録
名
言
上
。
量
其
形
迩
。

援
以
五
位
。
」

と
い
う
定
め
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
国
家
が
地
方
の
富
を
ま
川
積
し
た

者
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
官
位
を
得
た
者
は
ま
す
ま
す
地
方
の
名
実
共

に
備
え
た
。
豪
族
。
に
な
る
契
機
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る
。

~ 
4，、

藤
原
冬
嗣
を
上
卿
と
し
て
宣
布
さ
れ
た
諸
官
符
を
、
官
制
・
法
制
、
軍
事
、

宗
教
、
地
方
行
政
の
各
面
に
分
類
し
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
。
こ
れ
ら
の

太
政
官
符
は
、
嵯
峨
朝
の
基
本
的
政
策
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
嵯
峨
帝

の
意
志
を
う
け
、
上
卿
と
し
て
官
符
の
宣
布
に
か
か
わ
っ
た
冬
嗣
は
、
嵯
峨

朝
政
治
の
代
表
で
あ
り
、
嵯
峨
帝
の
意
志
の
代
行
者
で
あ
っ
た
。
嵯
峨
帝
の

厚
い
信
任
を
得
て
、
皇
女
潔
姫
を
子
息
良
一
男
の
室
と
し
、
北
家
の
」
刷
堂
に
お

け
る
確
固
た
る
地
位
を
確
保
し
た
冬
嗣
は
、
既
に
多
く
の
論
考
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
九
世
紀
後
半
の
前
期
摂
関
政
治
へ
の
途
を
聞
い
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
冬
嗣
の
役
割
は
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
官
符
を
み

た
だ
け
で
論
じ
る
こ
と
は
勿
論
充
分
で
は
な
い
。
特
に
父
内
麿
と
共
に
、
帰

化
人
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
冬
嗣
は
、
九
世
紀
初
頭
の

政
治
史
に
お
け
る
役
割
の
重
要
性
は
勿
論
の
こ
と
、
大
陸
及
び
半
島
の
影
響

が
濃
厚
な
九
世
紀
の
祭
紀
や
宮
廷
芸
能
等
に
つ

い
て
考
察
す
る
際
に
も
、
そ

の
存
在
は
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

本
稿
で
試
み
た
藤
原
冬
嗣
を
通
し
て
の
九
世
紀
初
頭
の
政
治
史
の
分
析

は
、
九
世
紀
の
日
本
史
の
全
体
像
を
描
く
た
め
の
一
素
材
で
あ
り
、
今
後
も

一六

北
家
藤
原
氏
を
中
心
に
据
え
て
、
日
本
古
代
史
を
再
検
討
す
る
作
業
を
続
け

て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注
（
1
）
亀
井
日
出
男
氏

「
令
義
解
体
制
に
お
け
る
皇
祖
神
威
に
関
す
る
一

考
察
i
延
喜
斎
院
司
式
に
み
た
る
賀
茂
祭
把
の
特
質
」
（
政
治
経

済
史
学
第
十
六
ロ
マ
所
収
）

（
2
）
弘
仁
四
年
項
。
冬
嗣
の
建
立
し
た
興
福
寺
南
円
堂
は
、
父
内
麿
が

藤
氏
の
表
徴
を
歎
い
て
「
申
合
弘
法
大
師
被
造
立
」
た
不
空
謂
来

観
音
像
を
ま

つ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
仏
殿
の
で
き
ぬ
う
ち
内

麿
が
莞
じ
た
の
で
、
冬
嗣
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
あ
る
。

（
3
）
彦
由
一
太
氏
『
中
央
集
権
的
古
代
末
期
政
権
と
し
て
の
「
律
令
制

国
家
権
力
」
の
成
熟
完
成
と
そ
の
史
的
意
義
1

「
嵯
峨
朝
及
び
峰

峨
後
院
政
治
」
〈
令
義
解
体
制
V
の
評
価
l
』
ハ
歴
史
評
論
第
一

四
九
号
所
収
〉

〔付

記
〕

本
稿
に
引
用
し
た
官
符
は
『
類
家
三
代
格
』
に
拠
り
、
紙
数
の
関
係
上
、

『
一
二
代
格
』
以
外
か
ら
引
用
し
た
史
料
の
み
注
記
を
加
え
た
。
ま
た
、
自
余

の
諸
先
学
の
関
連
諸
論
文
名
及
び
そ
の
紹
介
は
、
紙
数
の
関
係
上
省
略
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。

Hosei University Repository


